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新型コロナウイルス感染症に係る教育活動について

平素は本校の教育活動に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、京都府における新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置について、

令和３年７月11日（日）の期限をもって終了することが決定しました。府内の感染者数は
一時期からは減少しているものの、下げ止まりから微増傾向にあり、また感染力の強い変
異株の影響を考えると依然として予断を許さない状況にあることから、感染再拡大を抑制
していく必要があります。
つきましては、京都府教育委員会の指示に従い、下記のとおり適切な感染拡大防止対策

を徹底した上で、教育活動を継続していくととしますので、保護者の皆様には一層の御理
解と御協力をお願いいたします。

記

１ 部活動について
７月12日（月）より、感染対策を徹底した上で、府外での活動や宿泊、他府県との

交流等を認めます。具体的な活動内容等については、部活動顧問より指示します。
なお、活動への参加に当たっては、保護者の同意を得た上で参加を認めます。

２ その他の活動について
校外学習や文化祭、スポーツ大会等の教育活動は、内容や方法、時間等を工夫する

など、感染対策を徹底した上で実施することとします。
３ 留意事項

○ 朝（登校前）の検温と健康観察をお願いします。発熱、咳等の風邪症状及び体調
不良等がある場合は、決して無理をせず、自宅で休養してください。また、同居の
家族に同様の症状等がある場合についても登校を控えてください。この場合は、出
席停止扱いとします。

○ 不要不急の外出はできるだけ避けるようにしてください。
○ 外出する時は、【密閉・密集・密接】を避け、マスクを着用するとともに、こま
めに手洗いをしてください。

○ 感染者や濃厚接触者及び医療従事者等が差別・偏見・いじめ・誹謗中傷の対象に
ならないよう、十分配慮・注意するとともに不確かな情報に惑わされて人権侵害に
つながることのないよう、正しい情報に基づいた冷静な行動をしてください。

○ 新型コロナウイルス感染症の疑いが判明した場合※は、本校に御連絡ください。

※ ○ 本人・家族が濃厚接触者と判明した場合

○ 本人・家族がＰＣＲ検査等を受検する場合

○ 本人・家族のＰＣＲ検査等結果が判明した場合

連絡先：０７７４－３２－６３９０

新型コロナ専用アドレス：higashiuji-hs-crn＠kyoto-be.ne.jp


